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多
く
の
市
民
の
行
政
に
対
す
る
信

頼
を
失
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
こ
の

問
題
は
、
合
併
前
に
端
を
発
し
て
い

ま
す
が
、
合
併
後
に
お
い
て
も
不
適

切
な
事
務
処
理
を
確
認
し
て
お
り
責

任
を
痛
感
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
１８
年
６
月
問
題
発
覚
後
、
タ

バ
コ
店
や
収
集
業
者
、
ま
た
関
係
者

へ
の
聞
き
取
り
や
回
収
し
尿
券
の
確

認
な
ど
を
、
市
役
所
内
部
の
「
し
尿

券
調
査
委
員
会
」
を
設
置
し
、
ま
た

宍
粟
警
察
と
も
連
携
を
取
り
な
が
ら

実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
議
会
の

方
で
も
調
査
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
タ

バ
コ
店
へ
の
し
尿
券
販
売
金
の
約
９４

万
円
が
歳
入
さ
れ
て
な
い
こ
と
、
委

託
業
者
に
よ
る
汲
取
り
料
水
増
し
不

正
等
が
明
ら
か
に
な
り
、
委
託
業
者

に
対
し
て
は
契
約
解
除
と
い
う
処
分

を
し
ま
し
た
が
、
未
歳
入
問
題
に
つ

い
て
は
現
時
点
で
原
因
を
特
定
す
る

に
は
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　
今
後
は
警
察
及
び
顧
問
弁
護
士
と

協
議
を
行
い
な
が
ら
告
発
状
の
正
式

受
理
に
向
け
た
努
力
を
行
い
な
が
ら
、

私
自
身
の
責
任
を
明
確
に
す
る
と
と

も
に
関
係
職
員
の
処
分
を
行
い
、
市

民
の
行
政
に
対
す
る
信
頼
の
回
復
に

向
け
て
職
員
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組

ん
で
い
く
所
存
で
す
。

○
販
売
枚
数
を
異
常
に
上
回
る
し
尿

　
券
の
確
認
・
・
そ
の
差
約
８
万
枚

○
タ
バ
コ
店
に
提
出
を
依
頼
し
た
領

　
収
書
と
歳
入
関
係
帳
簿
が
符
号
せ

　
ず
収
入
不
足
で
あ
る
こ
と
を
確
認

　
・
・
そ
の
額
約
９４
万
円

○
委
託
業
者
に
よ
る
汲
取
り
料
水
増

　
し
請
求
の
確
認
・
・
確
認
件
数
２５

　
件

○
事
務
処
理
上
の
問
題
点

　
・
し
尿
券
受
払
簿
等
管
理
台
帳
の

　
　
未
整
備
、
関
係
書
類
の
廃
棄
及

　
　
び
所
在
不
明

　
・
汲
取
り
代
金
の
現
金
収
受
の
常

　
　
態
化

　
・
し
尿
券
、
刻
印
、
現
金
等
の
不

　
　
適
切
管
理

・
市
長
―
減
給
１０
分
の
３
　
２
カ
月

・
副
市
長
―
減
給
１０
分
１
　
１
カ
月

・
収
入
役
―
減
給
１０
分
の
２
　
１
カ
月

（
職
　
員
）

・
減
　
給
―
４
名

　
　
　
　
　
　
１０
分
の
１
　
１
カ
月

・
戒
　
告
―
２
名

・
訓
　
告
―
６
名

　
　
　
　
　
　
　
（
岩
蕗
　
昭
美
）

　
し
尿
券
の
不
適
正
な
管
理
に
つ
い

て
は
、
問
題
発
覚
以
来
、
民
生
生
活

常
任
委
員
会
等
の
質
疑
・
審
査
な
ど

を
通
じ
て
解
明
の
道
が
議
論
さ
れ
て

き
た
が
、
関
係
者
の
出
頭
陳
述
の
制

限
な
ど
も
あ
り
、
警
察
機
能
に
委
ね

る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

　
議
会
の
監
視
機
能
を
発
揮
す
る
た

め
に
地
方
自
治
法
は
第
百
条
に
お
い

て
、
市
当
局
の
持
ち
得
な
い
権
限
を

定
め
て
お
り
、
市
民
の
不
信
の
念
を

払
拭
し
、
議
会
議
員
が
結
束
し
て
そ

の
権
限
を
発
揮
し
、
責
任
を
全
う
す

る
こ
と
が
議
会
並
び
に
議
員
の
責
任

で
あ
り
義
務
で
あ
る
。

　25回定例会は12月8日から19日までの会期で開かれ、38議案と請願1件、

発議2件を可決し、し尿券問題に関する議員発議を否決しました。

　地方議会は当該団体の事務について調査する権限を持

っており、この権限は地方自治法100条に規定されて

いることから一般に百条調査権と呼ばれています。

　議会の通常の検査権については地方自治法98条に規

定されていますが、この百条調査権は

・当該団体以外の第3者も対象とする

・罰則による強制権をもって出頭、証言を求める

という点でより実行力があります。

　この出頭請求に対し、正当な理由がなく出頭しなかっ

　たり、証言を拒む場合は6カ月以下の禁固又は2万円

　以下の罰金に処せられることになります。

＊百条委員会とは発
議
百
条
委
員
会

　
　
提
案
理
由
説
明


